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ＨＰＶワクチンに関する情報提供について（依頼） 

（希望する医療機関に啓発資材の送付を実施／申し込みは専用ホームページよりアクセス） 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 大阪府より標記通知が発出されましたので、情報提供申し上げます。 

 ＨＰＶワクチンの啓発資材につきましては、昨年７月１９日付の本会通知にてお知らせい

たしました。 

 子宮頸がん等の予防に効果的とされているＨＰＶワクチンは、国の審議会での議論を経て、

令和４年４月１日以降、各市町村において対象者に向けた接種勧奨が再開されています。 

特にキャッチアップ接種対象者（今年度17歳～27歳の女性）及び高校１年生相当（今年度

16歳の女性）は令和７年３月末までに接種を開始することで、翌年度も残り接種回数が無料

となる経過措置が新たに設けられることになりました。 

 今般の通知は、経過措置の内容を踏まえた広報資材の提供が、大阪医科薬科大学病院（近

畿ブロックＨＰＶ予防接種拠点病院）よりなされる旨、知らせるものです。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 
 

 

記 

  

  ■ＨＰＶワクチン啓発資材（リーフレットなどのＰＤＦデータが掲載） 

   ※検索エンジンで、「近畿 医療機関向けＨＰＶ啓発ツール」でもアプローチ可です。 

   https://hpvv-kinki-2.jp/news/?p=123 

   
  

  ※啓発資材の無料配布については下記ＵＲＬよりお申込みください。 

   （上記サイトにもＵＲＬが掲載されています） 

   https://forms.gle/sgUYWVErg8deXyEM6 
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